
活躍できていない 

 女性の現状 

 
○ 女性の雇用者 

の割合は４割 
→管理職割合は 

８．９％ 
米 45．1% 
加３５．1% 
独 26.３% 
瑞 28.8% 

○ 農業就業人口
に占める女性 
割合は約６割 

→農協正組合員 
   は 14.3％ 
  →農協役員は 
   ０．６％ 
○ 大学院博士課

程は約２８％ 
→教授は 8.8％ 

○ 組合の女性割
合は約２７％ 

→役員割合は 
約７％ 

○国家公務員の 
女性割合は 
２０％以上 

→管理職は 
１．４％ 

米 23.1% 
英 17．2% 
仏 19.3% 

○男女の賃金格差
は先進国の中で
も大 

 

〔男女雇用機会均等法に基づくポジティブ・アクション〕 
         ＜取組＞ 企業 企業における自主的な取組として、女性の職域拡大、教育訓練の実施、意欲と能力のある女性の 

積極的登用、育児・介護休業制度、柔軟な勤務形態、企業内保育施設設置などの両立支援 
行政 ポジティブ・アクションの普及による均等実現促進のための啓発、雇用促進の調査研究、情報提供、職業能

力開発・訓練等（女性の活躍推進協議会の開催、再就職モデル開発事業など） 
・公契約、補助金交付における取組（例：千代田区、広島市など） 
 

 
 

 

 

 

 

組織全体

が活性化 

へ 

 

一人一人

の個性や

能力が活

かされる

社会へ 

 
 
 
 

＜取組＞例）経済産業省、地方公共団体等による女性・高齢者低利融資制度 
例）男女共同参画センター等における女性を対象としたセミナー、講座等  

 

様々な分野における 

ポジティブ・アクションの推進 

雇 用 

起 業 

 
 
 
 
 
 

 
 
《取組の流れ》 

① 現状分析及び 
課題の整理 

② 具体的取組 
計画の作成 
・目標設定 
・取組策定 
・期間の設定 
・調査分析 

③ 具体的取組の 
実施 

④ 具体的取組の 
フォローアップ 
と見直し 

 
 

《体制の整備》 
① 組織のトップの 

理解、決断、 
実施 

② 組織内の実施 
機関の設置 

③ 組織の意思 
決定機関での 
合意、組織内 
のコンセンサス 

づくり 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）は様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するもの
であり、個々の状況に応じて、実施していくもの。男女共同参画社会基本法第 2 条第 2 号では、ポジティブ・アクションは国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含められている。現在、
我が国において展開されている様々なポジティブ・アクションの具体的な例は、下の図のとおり。 

 

各分野に共通 
するポジティ
ブ・アクション
の 進 め 方  
（例） 
 

＜取組＞女性の社会参画の促進 「女性の参画目標」の策定、 地域社会等への意識啓発 
             目標設定 例）総代女性比率１０％、正組合員の女性比率２５％、合併ＪＡは女性理事２名以上など 
      女性の経営参画の促進 生産技術や経営能力の向上のための支援、女性起業活動に必要な技術・資金面での支

援 
      女性が住みやすく活動しやすい環境づくり 農作業・家事・育児・介護等過重労働の軽減、女性の農業活動と子育

て両立支援のための施設の整備、女性農業者のネットワークの充実 
       

農 業 

＜取組＞日本学術会議 女性会員比率を今後１０年間で１０％まで高める目標値を定め、政府に要望書を提出 
      国立大学協会 今後１０年で女性教員の割合を２０％に高める目標を定めた(2000.6) ２０１０年度を目標に、 

毎年の達成状況を公表 
                    東北大学、名古屋大学、独立行政法人放射線医学研究所などの組織としての自主的な取組 

研 究 

＜取組＞日本労働連合総連合会  「第２次男女平等参画推進計画」（２００１から０６まで）の策定 
女性組合員割合２７％に応じた女性執行委員数とする。など 
のゴール・アンド・タイムテーブル方式を採択。 

      生活共同組合 「第２次行動計画」（２００１～０５年度末まで）策定、課題を整理し、女性職員比率向上、 
幹部登用などについて数値目標を設定、理事会の女性枠を２名（６％）から８名（２０％）へ拡大 

      日本オリンピック協会 ２００５年末までにスポーツ関連団体の役員女性割合を２０％に設定 
       

各種団体 

＜取組＞国の審議会委員等 ２００５年度末までのできるだけ早い時期に３０％を達成すること 
      国家公務員 ２００５年度末までの各省における目標を設定した計画を策定 

（一部の省庁ではゴール・アンド・タイムテーブル方式） 
毎年の達成状況を公表 

                    

行政等 

＜取組＞国際連合におけるジェンダー・バランスへの配慮 
      ・・・同等の能力がある場合、女性を採用    ※日本人は日本人職員の６割が女性 

 

国 際 

ポ 

ジ 

テ 

ィ 

ブ 

・ 

ア 

ク 

シ 

ョ 

ン 

の 

推 

進 

わが国における主なポジティブ・アクション ポジティブ・アク
ション研究会 
(H１５～16 年) 

 国連ナイロビ将来戦略勧告で示された３０％の目標数値や諸外国の状況を踏まえ、社会のあらゆる分野において、２０２０

年までに、指導的地位に占める女性の割合が、少なくとも３０％となることを目指して、各種取組みを進めるよう提案 




